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　私たちの住む街や郊外の道路沿いなどには、ポスターや立看板、広告塔や広告板など大小を問わず多種

多様な屋外広告物が出されています。

　優れたデザインの屋外広告物は身近な情報源として有益であるとともに、街に賑わいや活気をもたらし

ます。

　しかし、無秩序、無制限に出されると広告としての本来の役割を果たさないばかりか、県民共有の財産で

ある自然や街の持つ美しさを著しく損なうことになりかねません。

　また、その設置や管理が適切に行われないと、落下や倒壊によって思わぬ事故を招くこともあります。

　そこで埼玉県では、屋外広告物法とこれに基づく埼玉県屋外広告物条例及び同施行規則により、屋外広告

物について必要な規制を行っています。この「しおり」は、埼玉県屋外広告物条例が適用される区域（市町

村）で屋外広告物を出す場合のルールを理解していただくことを目的として作成したものです。

　一部の市では独自の屋外広告物条例を制定しています。

　それらの市における、屋外広告物の設置の許可等については、その市の条例が適用されます。

　ただし、屋外広告業の登録については、政令指定都市と中核市を除き独自の条例の有無にかかわらず埼玉

県の条例が適用されます。

　各市町村に適用される条例は下表のとおりです。

各市町村に適用される屋外広告物条例一覧

市町村区分 市町村名 屋外広告物の設置の許可等 屋外広告業の登録

政令指定都市 さいたま市 さいたま市屋外広告物条例 さいたま市屋外広告物条例

中核市

川越市 川越市屋外広告物条例 川越市屋外広告物条例

川口市 川口市屋外広告物条例 川口市屋外広告物条例

越谷市 越谷市屋外広告物条例 越谷市屋外広告物条例

その他

熊谷市 熊谷市屋外広告物条例

埼玉県屋外広告物条例

春日部市 春日部市屋外広告物条例

戸田市 戸田市屋外広告物条例

新座市 新座市屋外広告物条例

八潮市 八潮市屋外広告物条例

三郷市 三郷市屋外広告物条例

その他の市町村 埼玉県屋外広告物条例

はじめに
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URL:https://www.pref.saitama.lg.jp/a1102/okugai-top/index.html

○重要文化財

100m以内ダメ

ダメ

ダメダメ

○第1種低層住居専用地域等
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○都市公園

ダメダメ

○体育館等

ダメダメ

○高速道路の沿道

500(200)m500(200)m500(200)m500(200)m

ダメダメ

○知事の指定する道路の沿道

50～ 200ｍ50～ 200ｍ

50～ 200ｍ50～ 200ｍ

ダメダメ
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(5) 信号機標柱付近の禁止物件（　　 内にある電柱等）　（　　　　

歩道民地等

歩道民地等

道　路

3m3m

3m3m

10m10m10m10m
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立
看
板
看看看
板

街灯柱

立
看
板

立
看
板
看
板
看看
板

看看看
板

道路標識 ガードレール
電柱

街路樹

－ 6 －



○□△□

△○デパート

△○デパート

△
○
デ
パ
ー
ト

△
○
デ
パ
ー
ト

△○デパート ○
△
開
催
中

大
特
価
中

広告板

突出し広告
壁面利用広告

アドバルーン

広告幕

屋上利用広告

バ
ー
ゲ
ン

屋外広告物の種類

広 告 板
（ポール看板）

○□商事㈱

お買
い物は△□商店街で ○ 

□商 

店

△
○
質
店

質

アーチ利用広告

○□医院

消火栓
標識利用広告

自動車利用広告

袖付広告

巻付広告
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h≦H×5/3 かつ h≦48m

表示面積の合計は
全壁面面積の1/10 以下

広
告
物
の
地
上
か
ら
の
高
さ
h

軒
高
H

外
壁

外
壁

不
可広告塔広告塔

建物

広告物の上端の
高さは地上から
12m以下

木造建築物を利用する場合

ただし、近隣商業地域及び商業地域の場合は
（①+②）≦H×W×3/10

木造建築物以外を利用する場合

建物の壁面から
突出してはいけない

表示面積は
10㎡以下

1

2

HH

WW

（①+②）≦H×W×1/5
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1.2m
以下

4.5m以上
( 車道上 )
3.0m以上
（歩道上）

壁面の高さ以下

4.5m以上
( 車道上 )
3.0m以上
（歩道上）

10m以下

総表示面積 10㎡以下
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0.6m以下

1.2m以下

4.5m以上
（車道上）

1.2m
以上
1.2m
以上

3.2m
以下
3.2m
以下

3.0m以上
（歩道上）

○電柱・街灯柱等利用広告 袖付広告 巻付広告 ○標識利用広告

0.5㎡以下／面

消火栓

○アーチ利用広告

Hは車道上 7.5m以下、歩道上 5.5m以下
hは車道上 5.0m以上、歩道上 3.5m以上

h
5m
(3.5m)

h
5m
(3.5m)

H
7.5m
(5.5m)

H
7.5m
(5.5m)

○自動車利用広告

1㎡以下

0.3㎡以下

気球気球

○アドバルーン

15m以下15m以下 地上から
45m以下
地上から
45m以下

幅は1.5m以下幅は1.5m以下

3m以下3m以下

○はり紙 ○はり札 ○立看板 ○広告旗

1㎡以下1㎡以下 1㎡以下1㎡以下 1.8m
  以下
1.8m
  以下

3m
  以下
3m
  以下

1.8m
  以下
1.8m
  以下

0.6m以下0.6m以下

0.6m以下0.6m以下

○広告幕
　（縦型）

1.2m以下1.2m以下

5m以上
（道路上）
5m以上
（道路上）

15m以下15m以下

○広告幕（横型）

1.2m
以下
1.2m
以下

15m以下15m以下
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自家広告物の基準

自家広告物の基準【禁止地域】

区分
許可不要で出せる

（条例第７条第２項第１号、規則別表第２）
許可を受ければ出せる

（条例第７条第５項第１号、規則別表第１）

建
造
物
を
利
用
し
た
広
告

屋 上
利 用
広 告

表示面積 ５㎡以下
　全壁面面積の10分の1以下（木造建造物の場合
は10㎡以下）
　ただし、10分の1が10㎡未満の場合は10㎡以下

広告物の上端の高さ
　地上からの高さが10ｍ以下で、かつ、広告物自
体の高さは２ｍ以下。

　地上からの高さが軒高の3分の5以下で、かつ48
ｍ以下
　ただし、3分の5が12ｍ未満の場合は12ｍ以下
　（木造建造物の場合は地上から12ｍ以下）

その他 壁面から突き出していないこと 壁面から突き出していないこと

壁 面
利 用
広 告

表示面積 10㎡以下
　一面の壁面につきその壁面面積（開口部を含
む）の5分の1以下又は10㎡以下

広告物の上端の高さ 軒高以下 軒高以下

その他
　３階以上の窓又は開口部の全部又は一部をふさ
がないこと

　３階以上の窓又は開口部の全部又は一部をふさ
がないこと

突出し
広 告

表示面積 ３㎡以下 ６㎡以下

広告物の上端の高さ 壁面の高さ以下 壁面の高さ以下

広告物の下端の高さ （基準なし） 歩道上：3ｍ以上、車道上：4.5ｍ以上

壁面からの突出し幅 １ｍ以下 1.2ｍ以下

その他 道路上に突き出していないこと （道路占用許可が必要）

建造物から
独立した広
告（広告板、
広告塔）

表示面積 ５㎡以下 10㎡以下

広告物の上端の高さ 地上から７ｍ以下 地上から10ｍ以下

広告物の下端の高さ （基準なし） 歩道上：3ｍ以上、車道上：4.5ｍ以上

設置個数 ３個まで ４個以下

その他 道路上に突き出していないこと （道路占用許可が必要）

掛 看 板 表示面積 １㎡以下 ２㎡以下

広 告 幕
広告物の長さ 10ｍ以下 15ｍ以下

広告物の幅 １ｍ以下 1.2ｍ以下

広 告 旗

表示面積等 縦1.8ｍ以下×横0.6ｍ以下 ２㎡以下

高さ ３ｍ以下 ３ｍ以下

その他 道路上に突き出していないこと 道路上に突き出していないこと

はり紙、は
り札及び立
看板

表示面積等
　はり紙、はり札は１㎡以下
　立看板は縦（脚部を含む）1.8ｍ以下×横0.6ｍ
以下

その他 道路上に突き出していないこと
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自家広告物の基準【許可地域】

区分
許可不要で出せる

（条例第７条第２項第１号、規則別表第２）
許可を受ければ出せる

（条例第６条第１項、規則別表第１）

建
造
物
を
利
用
し
た
広
告

屋 上
利 用
広 告

表示面積
　全壁面面積の10分の1以下（木造建造物の場合は
10㎡以下）
　ただし、10分の1が10㎡未満の場合は10㎡以下

広告物の上端の高さ

　地上からの高さが軒高の3分の5以下で、かつ48
ｍ以下
　ただし、3分の5が12ｍ未満の場合は12ｍ以下
（木造建造物の場合は地上から12ｍ以下）

その他 壁面から突き出していないこと

壁 面
利 用
広 告

表示面積

　一面の壁面につきその壁面面積（開口部を含
む）の5分の1以下又は10㎡以下
　ただし、都市計画法第８条第１項の規定による
近隣商業地域及び商業地域にあっては10分の3以下
又は10㎡以下

広告物の上端の高さ （基準なし）

その他
　３階以上の窓又は開口部の全部又は一部をふさ
がないこと

突出し
広 告

表示面積 （基準なし） （基準なし）

広告物の上端の高さ 壁面の高さ以下 壁面の高さ以下

広告物の下端の高さ （基準なし） 歩道上：3ｍ以上、車道上：4.5ｍ以上

壁面からの突出し幅 1.2ｍ以下 1.2ｍ以下

その他 道路上に突き出していないこと （道路占用許可が必要）

建造物から
独立した広
告（広告板、
広告塔）

表示面積 10㎡以下 60㎡以下

広告物の上端の高さ 地上から10ｍ以下 地上から10ｍ以下

広告物の下端の高さ （基準なし） 歩道上：3ｍ以上、車道上：4.5ｍ以上

設置本数 ４個まで （基準なし）

その他 道路上に突き出していないこと （色彩基準不適用）

掛 看 板 表示面積 ２㎡以下

広 告 幕
広告物の長さ 15ｍ以下

広告物の幅 1.2ｍ以下

広 告 旗

表示面積等 ２㎡以下

高さ ３ｍ以下

その他 道路上に突き出していないこと

はり紙、は
り札及び立
看板

表示面積等
　はり紙、はり札は１㎡以下
　立看板は縦（脚部を含む）1.8ｍ以下×横0.6ｍ
以下

その他 道路上に突き出していないこと
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区分 様式の名称

添　　付　　書　　類

審査手数
料

掲出場所
及び周囲
の状況の
図面又は
写真

広告物の
仕様書及
び設計図

所有者等
の借用承
諾書等

屋外広告
物等点検
報告書※

広告物の
全景及び
点検箇所
の写真※

点検資格
者の資格
を証する
書面※

管理者の
資格を証
する書面

新たに許可申請する場合

屋外広告物等
許可申請書

○ ○ ○

－ － －

△ ○（既に設置されている広告
板等に広告物を表示する
ことになった場合）

○ ○ △

許可期間を更新する場合
屋外広告物等
許可期間更新
申請書

○ × ○ ○ ○ △ × ○

表示内容のみ変更する場合 屋外広告物等
変更改造申請
書

× ○ ×

－ － －

× ○広告物を掲出する物件自体の
規模等を変更する場合

○ ○ △

許可された広告物を除却した
とき

除却届 × × × × × × × －

管理者を新たに設置したとき
屋外広告物等
管理者設置・
廃止届

× × × × × × △ －

広告物の変更はないが、表示・
設置者又は管理者が変更に
なったとき

屋外広告物等
表示・設置者
（管理者）変
更届

× × × × × × △ －

表示・設置者又は管理者の氏
名（名称）、住所が変更になっ
たとき

屋外広告物等
表示・設置者
（管理者）氏
名・名称・住
所変更届

× × × × × × × －

許可された広告物が滅失した
とき

屋外広告物等
滅失届

× × × × × × × －

※：点検不要広告物（２２ページ参照）については×
△：上端の高さが地上から４ｍを超えるもののみ○

各様式は、埼玉県ホームページからダウンロードできます。

掲載場所：�「屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例について」の

　　　　　「１　屋外広告物の許可制度について」の

　　　　　「１－２　屋外広告物の設置に係る許可申請・担当窓口等について」

　　　　　（トップページ�>�くらし・環境�>�まちづくり�>�景観�>�）

URL：https://www.pref.saitama.lg.jp/a1102/okugai-top/index.html

２　許可申請等の添付書類と審査手数料
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URL:https://www.pref.saitama.lg.jp/a1102/okugai-top/index.html

URL:https://www.pref.saitama.lg.jp/a1102/okugai-top/index.html
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３　点検義務３　点検義務

　屋外広告物の設置者、管理者等は、一部の広告物（※）を

除くすべての広告物の損傷、腐食その他の劣化の状況につい

て、３年を超えない期間ごとに点検しなければなりません。

【条例第14条の２第１項】

　なお、許可申請が必要な広告物については、許可申請日前

３月以内に点検を行い、「屋外広告物等点検報告書」に点検

結果を記載し、許可申請書に添付しなければなりません。

※　次に掲げるものは「点検不要広告物等」に該当し、点検義務の対象外です。

点検不要広告物等の一覧

（１）はり紙、はり札、広告旗若しくは立看板又はこれらを掲出する物件

（２）広告幕（掲出物件を除く）

（３）アドバルーン

（４）壁面に描かれた広告物

（５）公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

（６）冠婚葬祭、祭礼等の行事のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件

（７）講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物

（８）自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

（９）人、動物若しくは車両（自動車を除く）又は船舶に表示される広告物

（10）地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物

（11）工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

（12）法令の規定により本条例の点検と同程度の点検を実施することとされている広告物又は掲出物件

（13）広告塔、広告板等の掲出物件で、次のいずれかに該当するもの

　　・設置した日から３ヶ月以内であるもの

　　・建築基準法における建築確認の検査済証の交付から１年以内であるもの

（14）表示する広告物のみに変更又は改造を行うもの

－ 22 －



４　有資格者による点検４　有資格者による点検

　次の広告物には点検を有資格者に行わせる義務又は努力義務があります。【条例第14条の２第２

項、第３項】

　（１）上端の高さが地上から４ｍを超え、かつ許可申請が必要な広告物→有資格者の点検義務

　（２）上端の高さが地上から４ｍを超え、かつ許可申請が不要な広告物→有資格者の点検努力義務

点検有資格者の一覧

（１）屋外広告物法に基づく登録試験機関が行った試験に合格した者（屋外広告士）

（２）本県が開催する屋外広告物の講習会を修了した者

（３）他の都道府県、指定都市又は中核市が開催する屋外広告物の講習会を修了した者

（４）職業能力開発促進法に基づく次に掲げる者

　　ア　広告美術仕上げ又は帆布製品の製造若しくは取付けに係る職業訓練指導員免許を受けた者

　　イ　広告美術仕上げ又は帆布製品の製造若しくは取付けに係る技能検定に合格した者

　　ウ　広告美術仕上げ又は帆布製品の製造若しくは取付けに係る職業訓練を修了した者

（５）知事が講習会の修了者と同等以上の知識を有するものと認定した者

（６）建築士法に基づく建築士の資格を有する者（一級建築士、二級建築士、木造建築士）

（７）電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者（第一種電気工事士、第二種電気工事士）

（８）電気事業法に基づく次の免状の交付を受けている者

　　ア　第一種電気主任技術者免状

　　イ　第二種電気主任技術者免状

　　ウ　第三種電気主任技術者免状

（９�）一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び公益社団法人日本サイン協会が行う屋外広告物点検技

能講習を修了した者

－ 23 －



－ 24 －



－ 25 －



３　登録申請等に係る必要書類等

《必要書類等一覧》

区�分 様式の名称 添�付�書�類 備�考

新規又は更新の登録申請を

するとき

※�登録の有効期間は５年間

※�有効期間満了後も屋外広

告業を営む場合は、有効

期間満了の１ヶ月前まで

に更新手続を行う。

屋外広告業登録申

請書

【様式第12号】

●登録申請者が法人の場合

・誓約書【様式第12号の２】

・業務主任者の資格を証明できる書類のコピー

　（屋外広告物講習会修了証等）

・登記事項証明書

・業務主任者の住民票

●登録申請者が個人の場合

・誓約書【様式第12号の２】

・業務主任者の資格を証明できる書類のコピー

　（屋外広告物講習会修了証等）

・登録申請者の住民票

・�業務主任者の住民票(申請者と同一人物である場合は不要)

　※申請者が未成年である場合は、上記以外の書類も必要にな

ります。

登記事項

証明書と

住民票は

コピー可。

登録事項に変更が生じたとき

※�変更があった日から３０日

以内に届け出る。

屋外広告業登録事

項変更届出書

【様式第14号】

変更事項 添付書類

申請者の氏名

又は名称

登記事項証明書（法人の場合）

住民票（個人の場合）

申請者の住所 登記事項証明書（法人の場合）

住民票（個人の場合）

法人の代表者 登記事項証明書

誓約書【様式第12号の２】

営業所の名称

及び所在地

登記事項証明書（登記事項の変更を伴う場

合に限る）

法人の役員 登記事項証明書

誓約書【様式第12号の２】

法定代理人の

住所及び氏名

誓約書【様式第12号の２】

住民票

業務主任者 資格を証明できる書類のコピー

住民票

屋外広告業を廃止したとき

※�廃止の日から３０日以内

に届け出る。

屋外広告業廃業等

届出書

【様式第15号】

各様式は、埼玉県ホームページからダウンロードできます。

掲載場所：�「屋外広告業登録制度に関するご案内」の

　　　　　「２　屋外広告業の登録申請手続き」

　　　　　（トップページ�>�くらし・環境�>�まちづくり�>�景観�>�）

URL：https://www.pref.saitama.lg.jp/a1102/touroku-annai.html

４　手数料

　新規又は更新の登録申請の際は、手数料10,000円が必要です。

　なお、変更の届出の際は手数料は不要です。

手数料の納付方法は、埼玉県ホームページに掲載しています。

掲載場所：「屋外広告業登録制度に関するご案内」の

　　　　　「２　屋外広告業の登録申請手続き」

　　　　　（トップページ�>�くらし・環境�>�まちづくり�>�景観�>�）

URL：https://www.pref.saitama.lg.jp/a1102/touroku-annai.html
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